
令和元年度 個人情報保護制度の運用状況 

１ 個人情報取扱事務の届出状況 

  個人情報を取り扱う事務の実施機関別の届出状況は，表１のとおりです。 

  表１  

（単位：件） 

実施機関 
届出件数 

現在数 
開始 変更 廃止 

市

長

会 計 室 ０ ０ ０ ４ 

市 長 室 ０ １ ０ １２ 

総 務 企 画 局 ２ ０ ０ ８ 

財 政 局 ０ １ ０ ２５ 

市 民 局 ７ ６ １ ６９ 

こ ど も 未 来 局 ４ ９ １ ８５ 

保 健 福 祉 局 ５ ６０ １ １９９ 

環 境 局 ２ ８ １ ５６ 

経 済 観 光 文 化 局 ３ ２ １ ３２ 

農 林 水 産 局 １ ４ ０ ３１ 

住 宅 都 市 局 ０ １４ １ ９２ 

道 路 下 水 道 局 １ ３ ０ ４４ 

港 湾 空 港 局 ０ ０ ０ １７ 

区 役 所 ２ ０ ０ ８ 

小 計 ２７ １０８ ６ ６８２ 

議 長 ０ ２ ０ ２ 

教 育 委 員 会 ０ ９ １ ４７ 

選挙管理委員会（市・各区） ０ ０ ０ ７３ 

人 事 委 員 会 ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ １ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ４ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ １ 

公営企業 

管 理 者 

水 道 局 ０ １ ０ １４ 

交 通 局 ０ ０ ０ ７ 

消防長 消 防 局 １ ９ １ ３５ 

地方独立行政法人福岡市立病院機構 ０ １ ０ １ 

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社 ０ １ ０ ６ 

福 岡 市 土 地 開 発 公 社 ０ １ １ １ 

合   計 ２８ １３２ ９ ８７４ 

備考  現在数とは，令和2年3月31日現在の取扱件数をいう。 
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２ 保有個人情報の開示の請求等の状況 

 

（１）保有個人情報の開示の請求 

   保有個人情報開示の請求件数とその処理状況は，表２のとおりです。 

 

 表２ 

                                           （単位：件） 

年
度 

請 求 

件 数 

処  理  状  況  

開 示 
一部 

開示 

非 開 示 

却下 
期間 

延長 

期限の

特例 
取下げ 非開示 

情  報 
不存在 

存否応答

拒 否 

３０ ３５７ １３１ １５０ ２ ７７ ５ ０ ２３ ０ １１ 

Ｒ１ ３８７ １５１ １５２ ４ ９１ １ ０ ３４ ０ １２ 

 備考 

１件の請求で複数の決定をしているものがあるため，請求件数と処理状況の件数の合計は一致しません。 

 

 

 

（２）保有個人情報の訂正の請求 

   保有個人情報訂正の請求件数とその処理状況は，表３のとおりです。 

 

  表３ 

（単位：件） 

年 度 
請 求 

件 数 

処  理  状  況 

訂正 一部訂正 訂正拒否 却下 取下げ 

３０ ３ ０ ０ ３ ０ ０ 

Ｒ１ １ ０ ０ １ ０ ０ 

 

 

 

（３）保有個人情報の利用停止の請求 

   保有個人情報利用停止の請求件数とその処理状況は，表４のとおりです。 

 

  表４ 

（単位：件） 

年度 
請 求 

件 数 

処  理  状  況 

利用の停止 消去 提供の停止 利用停止拒否 却下 取下げ 

３０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
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３ 実施機関別の保有個人情報の開示の請求件数及びその処理状況 

  実施機関別の請求件数は，表５のとおりです。 

 

表５ 

                                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 

請求件数 処  理  状  況 

３０ Ｒ１ 開示 
一部 

開示 

非 開 示 

却下 
取下

げ 
非開示

情  報 

不存

在 

存否

応答

拒否 

市 
 
 
 

長 

会 計 室 ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 長 室 ４ ３ ２ ０ ０ １ ０ ０ ０ 

総務企画局 ０ ６ ４ １ １ １ １ ０ ０ 

財 政 局 ８ ７ １ ５ ０ ５ ０ ０ ０ 

市 民 局 ６ １１ １０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

こども未来局 ５ ５ １ ２ ０ １ ０ ０ １ 

保健福祉局 ２９ ６０ ５５ ３ ０ ０ ０ ０ ２ 

環 境 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

経済観光文化局 １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農林水産局 ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

住宅都市局 ５ １３ ３ ９ ０ ２ ０ ０ １ 

道路下水道局 ７ ８ ７ ０ ０ １ ０ ０ ０ 

港湾空港局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

区 役 所 ２６０ ２３７ ５４ １１１ １ ７４ ０ ０ ６ 

小   計 ３２５ ３５４ １４０ １３２ ２ ８５ １ ０ １１ 

議 長 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

教 育 委 員 会 ８ １４ ３ １１ ２ ４ ０ ０ ０ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

人 事 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 営 企 業 

管 理 者 

水道局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

交通局 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

消 防 長 消防局 ２０ １８ ８ ８ ０ ２ ０ ０ １ 

地 方 独 立 行 政 法 人 

福 岡 市 立 病 院 機 構 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社 ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

福 岡 市 土 地 開 発 公 社 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 長 以 外 小 計 ３２ ３３ １１ ２０ ２ ６ ０ ０ １  

合 計 ３５７ ３８７ １５１ １５２ ４ ９１ １ ０ １２ 

 備考 

１件の請求で複数の決定をしているものがあるため，請求件数と処理状況の件数の合計は一致しません。 
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４ 保有個人情報の複写の状況及びその費用の徴収状況 

  保有個人情報の複写の状況及びその費用の徴収状況は表６のとおりです。 

 

  表６ 

 

区   分 
３０年度 令和元年度 

数 量 金 額 数 量 金 額 

用紙 

モノクロ ３，０１０枚 ３０，１００円 ７，２０５枚 ７２，０５０円 

カラー １３０枚 ３，９００円 ３，６５８枚 １０９，７４０円 

写真フィルム 

（印画紙に印画したもの） 
０枚 ０枚 ０枚 ０円 

スライド 

（印画紙に印画したもの） 
０枚 ０枚 ０枚 ０円 

ＣＤ－Ｒ ０枚 ０枚 ４枚 ２８０円 

ＤＶＤ－Ｒ ０枚 ０枚 ０枚 ０円 

録音カセットテープ ０巻 ０巻 ０巻 ０円 

ビデオカセットテープ ０巻 ０巻 ０巻 ０円 

総 計 ３４，０００円 １８２，０７０円 

備考 

    用紙に複写する場合 モノクロ１枚（片面）１０円，カラー１枚（片面）３０円， 

写真フィルム１枚３０円，スライド１枚８０円， 

ＣＤ－Ｒ１枚７０円，ＤＶＤ－Ｒ１枚１２０円，録音カセットテープ１巻１７０円， 

ビデオカセットテープ１巻１７０円。 

 

 

５ 不服申立ての件数及びその処理状況 

  保有個人情報の開示，訂正又は利用停止の請求に対する実施機関の決定や，不作為について不服がある

者は，行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。 

  令和元年度の不服申立ての件数とその処理状況は，表７のとおりです。 

 

  表７ 

                                                                  （単位：件） 

区  分 件数 

処  理  状  況 

認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 継続審議 
審議済 

未決定 

令和元年度 １７ １ ０ ０ ０ １ １５ ０ 
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６ 個人情報保護審議会への諮問等の状況 

 

  個人情報保護審議会は， 

   ① 個人情報の取扱いについて意見を述べ， 

   ② 必要に応じて保有個人情報の維持管理に関する措置について報告を求め，及び意見を述べ， 

   ③ 諮問された審査請求事案について審議し， 

④ 個人情報保護制度の運用に関する重要事項について，諮問に応じて答申し，及び建議する 

ことができます。 

【福岡市個人情報保護条例第56条第２項】  

 

  ③について， 

令和元年度及び過年度分の不服申立てで，令和元年度に審議会で処理したもの等の概要は表８のとお

りです。 

    

表８  

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１２７号） 

③不服申立て事案についての諮問 

 「国民健康保険に係る経過記録及び録音データに記載された個人情報」

の一部開示決定処分及び開示決定処分に対する審査請求 

実 施 機 関 福岡市長（博多区市民部保険年金課） 

決 定 年 月 日 平成３０年３月５日 

非 開 示 理 由  

一部開示決定 第２０条第６号 

・徴収事務等に関する情報であり，公開すると事業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３０年５月２４日 

諮 問 年 月 日 平成３０年６月２０日 

審 議 会 開 催 日 
平成３０年１０月２４日，１１月１３日， 

平成３１年１月２８日，２月１３日，３月２５日 

答 申 年 月 日 平成３１年３月２８日 

答 申 内 容 

実施機関が行った一部開示決定処分及び開示決定処分について，実施機

関がなお非開示とすべきとしている部分のうち，次の部分については，

開示することが妥当である。（「次の部分」は省略） 

裁 決 年 月 日 平成３１年４月２５日 

裁 決 内 容 一部認容 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１３２号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「精神通院（医療用）診断書に記載された個人情報」の利用停止請求 

実 施 機 関 福岡市長（保健福祉局健康医療部精神保健福祉センター） 

決 定 年 月 日 平成３０年６月６日 

却 下 理 由 ・利用停止請求の理由に該当せず，不適法であるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３０年９月１０日 

諮 問 年 月 日 平成３０年１０月１１日 

審 議 会 開 催 日 

平成３１年３月２５日，４月２２日， 

令和元年５月２９日，６月２７日，７月２９日，８月９日，９月２７日 

，１０月３０日 

答 申 年 月 日 令和元年１１月８日 

答 申 内 容 
実施機関が行った利用停止請求却下決定処分は，結論として妥当であ

る。 

裁 決 年 月 日 令和元年１１月２７日 

裁 決 内 容 棄却 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１３３号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「精神通院（医療用）診断書に記載された個人情報」の訂正請求 

実 施 機 関 福岡市長（保健福祉局健康医療部精神保健福祉センター） 

決 定 年 月 日 平成３０年６月２５日 

訂 正 拒 否 理 由 
・訂正することが利用目的の達成に必要でないことが明らかであるた

め。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３０年９月２６日 

諮 問 年 月 日 平成３０年１０月２４日 

審 議 会 開 催 日 

平成３１年３月２５日，４月２２日， 

令和元年５月２９日，６月２７日，７月２９日，８月９日，９月２７日 

，１０月３０日 

答 申 年 月 日 令和元年１１月８日 

答 申 内 容 実施機関が行った訂正拒否決定処分は，妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和元年１１月２７日 

裁 決 内 容 棄却 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１３４号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「医療保護入院及び応急入院のための移送相談申込書等に記載された個

人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（中央区保健福祉センター健康課） 

決 定 年 月 日 平成３０年８月９日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３０年１０月１２日 

諮 問 年 月 日 平成３０年１０月２６日 

審 議 会 開 催 日 
平成３１年３月２５日，４月２２日， 

令和元年５月２９日，６月２７日，７月２９日 

答 申 年 月 日 令和元年８月１日 

答 申 内 容 実施機関が行った非開示決定処分は，妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和元年８月２３日 

裁 決 内 容 棄却 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１３８号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「国民健康保険に係る経過記録等に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（博多区市民部保険年金課） 

決 定 年 月 日 平成３０年１１月８日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第６号 

・徴収事務等に関する情報であり，開示することで事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるため。 

 

非開示決定 

・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３０年１１月２６日 

諮 問 年 月 日 平成３０年１２月２５日 

審 議 会 開 催 日 
令和元年１２月１１日， 

令和２年１月３１日，２月２８日，３月３０日 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１３９号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「国民健康保険に係る収納状況等に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（博多区市民部保険年金課） 

決 定 年 月 日 平成３１年２月１日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第３号 

・該当箇所は業務に使用するコマンドボタン並びにレイアウト等であ

り，開示することにより当該法人の権利や競争上の地位を脅かし，利益

を害する虞があるため。 

 

非開示決定 

・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年３月１８日 

諮 問 年 月 日 平成３１年４月１７日 

審 議 会 開 催 日 
令和元年１２月１１日， 

令和２年１月３１日，２月２８日，３月３０日 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４０号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「審査請求人に対して行った全ての行政処分行為に至った経緯が記載さ

れた個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（博多区市民部保険年金課） 

決 定 年 月 日 平成３１年３月２２日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第６号 

・徴収事務等に関する情報であり，開示することで事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１０日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１０日 

審 議 会 開 催 日 
令和元年１２月１１日， 

令和２年１月３１日，２月２８日，３月３０日 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１４１号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「計画相談支援・地域相談支援 契約内容報告書等に記載された個人情

報」の訂正請求 

実 施 機 関 福岡市長（東区保健福祉センター福祉・介護保険課） 

決 定 年 月 日 平成３１年３月４日 

訂 正 拒 否 理 由 

・「計画相談支援・地域相談支援契約内容報告書」及び「計画相談支援

依頼（変更）届出書」は，申請者及び指定特定相談支援事業所が作成す

る書類であるため，実施機関で訂正することはできない。また，「介護

給付費・訓練等給付費支給決定伺書」は，指定相談支援事業所から契約

終了についての「計画相談支援・地域相談支援契約内容報告書」の提出

がないため，訂正することはできない。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１５日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１３日 

審 議 会 開 催 日 令和元年１０月３０日 

諮 問 取 下 げ 年 月 日 令和元年１１月１８日 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４２号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との対話内容等が書かれた書類に記載された個人情報」の開示

請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 平成３１年２月４日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を一部保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１４３号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課が関連部署に確認した内容が書かれた書類等」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 平成３１年２月１３日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を一部保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４４号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「事故報告書等」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 平成３１年３月１３日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報の公文書を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１４５号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「開示請求者の主張等が正しく記載された報告書等に記載された個人情

報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 平成３１年３月１８日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報の公文書を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４６号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課の対応の真意が記載された書類」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 平成３１年３月１８日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報の公文書を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１４７号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録等に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 平成３１年４月３日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４８号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 平成３１年４月２６日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年５月８日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月４日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１４９号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 平成３１年４月２６日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年５月８日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月４日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１５０号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 令和元年５月１５日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年５月１６日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月１１日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１５１号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 令和元年５月１５日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年５月１６日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月１１日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１５２号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「納税課が請求者に電話連絡をした日時及び電話連絡の内容のリストに

記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（中央区市民部納税課） 

決 定 年 月 日 令和元年５月２７日 

非 開 示 理 由 
一部開示決定 第２０条第６号 

・第三者の個人情報及び行政運営情報に該当するため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年６月１１日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月２７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１５３号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当部長との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（道路下水道局建設部中部下水道課） 

決 定 年 月 日 令和元年６月１９日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年８月２９日 

諮 問 年 月 日 令和元年９月５日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１５４号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「建築指導課あての文書に記載された個人情報」の訂正請求 

実 施 機 関 福岡市住宅供給公社理事長（福岡市住宅供給公社保全課） 

決 定 年 月 日 令和元年６月２１日 

訂 正 拒 否 理 由 
請求者が訂正を求めている対象は，主観的要素を含む評価・判断である

ため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年８月１５日 

諮 問 年 月 日 令和元年９月１０日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１５５号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「土木第２課職員ヒアリング結果に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（西区総務部総務課） 

決 定 年 月 日 令和元年８月７日 

非 開 示 理 由 
一部開示決定 第２０条第６号 

・第三者の個人情報及び行政運営情報に該当するため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年１２月１３日 

諮 問 年 月 日 令和２年１月７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

④について，令和元年度は該当がありませんでした。   

 

 

７ 個人情報の取扱いに関する個人情報保護審議会への報告・照会・諮問等の状況 

個人情報の取扱いについて審議会の意見を聴く場合は，「個人情報保護事務取扱要綱第24 個人情報の

公益上の取扱いに関する事務処理」の定めるところにより行っています。 

 

（１）公益上の取扱いに関する基準に定める類型に該当する事案 

個人情報の取扱いを行った後に，原則として審議会へ事後の報告を行うこととしています。報告があっ

たものの概要については表９のとおりです。 

 

表９ 

 

（報告事案108号） 

取 扱 い の 概 要 

令和元年６月８日に開催されるG20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議の文化

プログラムにおいて，福岡市消防伝統技術本部の各会が出演することから，警

備上，出演者（福岡市消防団員）の個人情報を，福岡県警察および財務省福岡

財務支局へ提供したもの。 

実 施 機 関  福岡市長（消防局警防部消防団課） 

報 告 年 月 日  令和元年５月１７日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 福岡市消防団員（福岡市消防伝統技術演技者） 

提供先（利用する課）  福岡県警察，財務省福岡財務支局 
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（報告事案109号） 

取 扱 い の 概 要 

家族が介護認定調査の認定調査票について情報提供を求めたことから，資料

を提供したもの。 

なお，認知症により本人の同意を得ることが困難であり，家族へ提供を行っ

た。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和元年１０月３日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  家族 

 

（報告事案110号） 

取 扱 い の 概 要 

家族が介護認定調査の認定調査票について情報提供を求めたことから，資料

を提供したもの。 

なお，本人は視覚障害を有しており，資料提供についての同意欄への記載が

困難であるため，家族の署名により提供を行った。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和元年１０月１５日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  家族 

 

（報告事案111号） 

取 扱 い の 概 要 

家族が介護認定の区分変更申請について情報提供を求めたことから，資料を

提供したもの。 

なお，本人は視覚障害を有しており，資料提供についての同意欄への記載が

困難であるため，家族の署名により提供を行った。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和元年１０月３１日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  家族 

 

（報告事案112号） 

取 扱 い の 概 要 

福岡県が，外国人の就労環境及び生活環境の両面から受入環境を整備するた

めの対応を検討するにあたり，外国人の就業等に係る現状や課題を調査し，把

握・分析するために，県内に居住する外国人を対象にアンケート調査を実施す

る必要があり，福岡市在住の外国人の情報の提供依頼があったため，福岡県に

情報提供を行った。 

実 施 機 関  福岡市長（総務企画局国際部国際政策課） 

報 告 年 月 日  令和２年２月２７日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 総務企画局国際部国際政策課 
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（報告事案113号） 

取 扱 い の 概 要 

① 施設入所等児童等に係る情報 

プレミアム付商品券の購入引換券（以下，「購入引換券」）は，基準日に

おける住民票所在市町村から交付されるが，国で定める「施設入所等児童

等」に該当する者については，本人への確実な交付を目的として，住民票

所在市町村ではなく施設等所在市町村から交付されることとなっており，

対象者への申請案内等については，その居所である施設等に送付する必要

があるところ，当該施設等所管課が保有する入所者情報を元に申請書を送

付することで，対象者個々にプレミアム付商品券の案内を行うことができ

るとともに，確実な購入引換券の交付につながるなど，本人の不利益とは

ならないことから当該情報を利用したもの。 

② 措置入所等障がい者・高齢者に係る情報 

国で定める「措置入所等障がい者・高齢者」に該当する者にかかる購入

引換券交付は，その養護者によって代理申請が行われないようにする配慮

が必要とされ，本人へ確実に購入引換券を交付するため，申請案内等を居

所である施設等に発送する必要があるところ，上記①と同様の理由によ

り，当該施設等所管課が保有する入所者情報を利用したもの。  

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当）） 

報 告 年 月 日  令和２年３月３１日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】 

収集先（利用させる課） 

①こども未来局こども部こども家庭課・同こども発達支援課 

保健福祉局障がい者部障がい福祉課・同障がい者支援課 

②保健福祉局障がい者部障がい福祉課・高齢社会部事業者指導課 

提供先（利用する課）  保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当） 

 

（報告事案114号） 

取 扱 い の 概 要 

プレミアム付商品券の購入引換券（以下，「購入引換券」）は，基準日に

おける住民票所在市町村から交付されるが，国で定める「施設入所等児童

等」に該当する者については，本人への確実な交付を目的として，住民票

所在市町村ではなく施設所在市町村から交付されることとなっている。 

このため，複数自治体からの二重交付の防止や，対象者以外から購入引

換券の代理申請が行われることにより本人に不利益が生じることを防止す

るなど，確実に対象者本人に購入引換券を交付する観点から，当該児童等

の入所措置等を行った自治体は，住民票所在市町村に対しては交付停止依

頼を，施設所在市町村に対しては交付依頼の連絡を行うなど，関係市町村

への連絡調整を行う必要があることから，本市が入所措置等を行った児童

等について，住民票所在市町村と施設所在市町村への情報提供を行ったも

の。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当）） 

報 告 年 月 日  令和２年３月３１日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】 

収集先（利用させる課） 
当該児童の住民票所在市町村 

当該児童の施設所在市町村 

提供先（利用する課）  保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当） 
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（報告事案115号） 

取 扱 い の 概 要 

プレミアム付商品券の購入引換券（以下，「購入引換券」）は，基準日に

おける住民票所在市町村から交付されるが，国で定める「施設入所等児童

等」に該当する者については，本人への確実な交付を目的として，住民票

所在市町村ではなく施設所在市町村から交付されることとなっている。 

このため，複数自治体からの二重交付の防止や，対象者以外から購入引

換券交付の代理申請が行われることにより本人に不利益が生じることを防

止するなど，確実に対象者本人に購入引換券を交付する観点から，当該児

童等の入所措置等を行った自治体は，住民票所在市町村に対しては交付停

止依頼を，施設所在市町村に対しては交付依頼の連絡を行うなど，関係市

町村への連絡調整を行う必要があることから，本市以外の自治体が当該児

童等の入所措置等を行った場合で，本市が当該児童等の住民票所在市町村

または施設所在市町村である場合は，当該児童等の入所措置等を行った自

治体から入所児童等に係る情報を収集したもの。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当）） 

報 告 年 月 日  令和２年３月３１日 

該当する基準の類型 【類型：１】【区分：（３）】【分類：ア】 

収集先（利用させる課） 当該児童の措置等自治体 

提供先（利用する課）  保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当） 

 

（報告事案116号） 

取 扱 い の 概 要 

福岡市プレミアム付商品券購入引換券交付申請書の送付にあたり，視覚障が

いのある者に対しては，本人が申請書を確実に受け取り，給付金の申請ができ

るよう，点字加工を施した封筒を使用し，かつ点字による案内を同封すること

とした。 

ついては，郵送物送付の際に点字を使用している者の情報を保有する各区福

祉・介護保険課より，申請書送付に必要な情報利用を行ったもの。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当）） 

報 告 年 月 日  令和２年３月３１日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 各区福祉・介護保険課 

提供先（利用する課）  保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当） 
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（２）公益上の取扱いに関する基準に定める類型に準じる事案 

個人情報の取扱いについて，審議会会長の意見を聴くこととし，会長専決により処理を行います。審議

会会長に照会があったものの概要については表１０のとおりです。 

 

表１０ 

 

（照会事案第 45号） 

取 扱 い の 概 要 

① 施設入所等児童等に係る情報 

プレミアム付商品券の購入引換券（以下，「購入引換券」）は，基準日におけ

る住民票所在市町村から交付されるが，国で定める「施設入所等児童等」に該

当する者については，本人への確実な交付を目的として，住民票所在市町村で

はなく施設等所在市町村から交付されることとなっており，対象者への申請案

内等については，その居所である施設等に送付する必要があるところ，当該施

設等所管課が保有する入所者情報を元に申請書を送付することで，対象者個々

にプレミアム付商品券の案内を行うことができるとともに，確実な購入引換券

の交付につながるなど，本人の不利益とはならないことから当該情報を利用す

るもの。 

② 措置入所等障がい者・高齢者に係る情報 

国で定める「措置入所等障がい者・高齢者」に該当する者にかかる購入引換券

交付は，その養護者によって代理申請が行われないようにする配慮が必要とさ

れ，本人へ確実に購入引換券を交付するため，申請案内等を居所である施設等

に発送する必要があるところ，上記①と同様の理由により，当該施設等所管課

が保有する入所者情報を利用するもの。 

照 会 年 月 日  令和元年５月２７日 

準じる基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】 

収集先（利用させる課） 

①こども未来局こども部こども家庭課・同こども発達支援課 

保健福祉局障がい者部障がい福祉課・同障がい者支援課 

②保健福祉局障がい者部障がい福祉課・高齢社会部事業者指導課 

提供先（利用する課） 保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当） 

回 答 年 月 日  令和元年５月３０日 

会  長  意  見  

本件については，公益上の必要性が認められることから，目的外利用をして差

し支えない。 

ただし，施設等入所者情報は，その居所が外部に明らかになること自体，本人

に多大な不利益が生じることも想定されるため，その取扱いにあたっては，例え

ば，当該情報のデータにパスワード設定を施す，当該情報へのアクセス権限を持

つ職員を限定する，外部とのインターネット回線が接続されていない専用端末で

管理するなど，情報の管理を厳正に行うとともに，その利用にあたっては，慎重

かつ適正に行うよう十分配慮すること。 
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（照会事案第 46号） 

取 扱 い の 概 要 

プレミアム付商品券の購入引換券（以下，「購入引換券」）は，基準日におけ

る住民票所在市町村から交付されるが，国で定める「施設入所等児童等」に該

当する者については，本人への確実な交付を目的として，住民票所在市町村で

はなく施設所在市町村から交付されることとなっている。 

このため，複数自治体からの二重交付の防止や，対象者以外から購入引換券

の代理申請が行われることにより本人に不利益が生じることを防止するなど，

確実に対象者本人に購入引換券を交付する観点から，当該児童等の入所措置等

を行った自治体は，住民票所在市町村に対しては交付停止依頼を，施設所在市

町村に対しては交付依頼の連絡を行うなど，関係市町村への連絡調整を行う必

要があることから，本市が入所措置等を行った児童等について，住民票所在市

町村と施設所在市町村への情報提供を行うもの。 

照 会 年 月 日  令和元年５月２７日 

準じる基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当） 

提供先（利用する課） 当該児童の住民票所在市町村・当該児童の施設所在市町村 

回 答 年 月 日  令和元年５月３０日 

会  長  意  見 

本件については，公益上の必要性が認められることから，目的外提供をして差

し支えない。 

ただし，施設等入所者情報は，その居所が外部に明らかになること自体，本人

に多大な不利益が生じることも想定されるため，その取扱いにあたっては，例え

ば，当該情報のデータにパスワード設定を施す，当該情報へのアクセス権限を持

つ職員を限定する，外部とのインターネット回線が接続されていない専用端末で

管理するなど，情報の管理を厳正に行うとともに，その利用にあたっては，慎重

かつ適正に行うよう十分配慮すること。 

 

（照会事案第 47号） 

取 扱 い の 概 要 

プレミアム付商品券の購入引換券（以下，「購入引換券」）は，基準日におけ

る住民票所在市町村から交付されるが，国で定める「施設入所等児童等」に該

当する者については，本人への確実な交付を目的として，住民票所在市町村で

はなく施設所在市町村から交付されることとなっている。 

このため，複数自治体からの二重交付の防止や，対象者以外から購入引換券

交付の代理申請が行われることにより本人に不利益が生じることを防止するな

ど，確実に対象者本人に購入引換券を交付する観点から，当該児童等の入所措

置等を行った自治体は，住民票所在市町村に対しては交付停止依頼を，施設所

在市町村に対しては交付依頼の連絡を行うなど，関係市町村への連絡調整を行

う必要があることから，本市以外の自治体が当該児童等の入所措置等を行った

場合で，本市が当該児童等の住民票所在市町村または施設所在市町村である場

合は，当該児童等の入所措置等を行った自治体から入所児童等に係る情報を収

集するもの。 

照 会 年 月 日  令和元年５月２７日 

準じる基準の類型 【類型：１】【区分：（３）】【分類：ア】 

収集先（利用させる課） 当該児童の入所措置等実施自治体 

提供先（利用する課） 保健福祉局生活福祉部課長（プレミアム付商品券担当） 

回 答 年 月 日  令和元年５月３０日 
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会  長  意  見  

本件については，公益上の必要性が認められることから，本人外収集をして差

し支えない。 

ただし，施設等入所者情報は，その居所が外部に明らかになること自体，本人

に多大な不利益が生じることも想定されるため，その取扱いにあたっては，例え

ば，当該情報のデータにパスワード設定を施す，当該情報へのアクセス権限を持

つ職員を限定する，外部とのインターネット回線が接続されていない専用端末で

管理するなど，情報の管理を厳正に行うとともに，その利用にあたっては，慎重

かつ適正に行うよう十分配慮すること。 

 

（３）上記の（１）（２）に該当しない事案 

個人情報の取扱について，審議会へ諮問してその意見を聴くこととなっています。令和元年度に諮問があっ

たものの概要については表１１のとおりです。 

 

表１１ 

 

諮 問 の 概 要  

（諮問第156号） 

これまで国又は地方公共団体からの住民基本台帳閲覧請求について

は，住民基本台帳法第 11 条の規定に基づき，福岡市の全市民が記載され

た住民基本台帳記載事項のうち，氏名，生年月日，性別，住所（以下

「住民基本情報」という。）を閲覧させ，書き写しによる情報提供を行っ

てきた。 

現在，自衛隊においては，自衛隊法第 29条第 1項及び第 35条による自

衛官等募集事務として，対象者に募集案内を行うため，毎年度，各区役

所で閲覧を行い，対象者の住民基本情報を書き写している。 

自衛官募集事務については，自衛隊法第 97 条で，地方公共団体の法定

受託事務と定められており，自衛隊法施行令第120条で，防衛大臣は必要

な報告又は資料の提出を求めることができると規定されている。こうし

た法令等に基づき，住民基本情報の提供について，毎年，防衛大臣名の

協力依頼文を受理しており，これまで，現在のシステムには，抽出機能

がなく，対応できないことを説明してきた。 

令和2年１月に住民記録システムの刷新を行ったことに伴い，必要とす

る対象者を抽出し，名簿を作成できる抽出機能が備わったことから，次

のような見直しを検討した。 

 

＜個人情報の観点から＞ 

住民基本台帳の閲覧申請があった場合には，全市民の住民基本台帳を

閲覧させるのではなく，必要な対象者を抽出した名簿を作成し，閲覧さ

せることが，個人情報保護の観点からも望ましい。 

 

＜事務効率の観点から＞ 

請求者が必要とする名簿そのものが，この抽出機能を活用し，作成可

能な場合においては，複写などにより紙媒体等で提供することができれ

ば，請求者側の事務の効率化につながるとともに，職員の立会いが不要

となることや，間違った情報を書き写していないかチェックする必要が

なくなることから，福岡市にとっても，事務の効率化につながる。 

 

【諮問①】 

これまで，住民基本台帳の閲覧により住民基本情報を提供してきたこ

と，書き写しのために立会いを行う区役所職員の事務の効率化が図られ

ること，自衛隊は，災害が発生した際の救援活動など安心して生活する

うえで欠かせない存在であり，法定受託事務を担う自治体ができる範囲
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での協力を行うことは当然であることなどから，対象者の情報を紙媒体

等で提出することは，公益上の必要があると考えており，提供について

は，紙媒体又は電磁的記録による提出を行ってよろしいか諮問するも

の。 

 

【諮問②】 

法律上，明確に提出を義務づけている規定等のあるものについては，

福岡市個人情報保護条例第 10 条第 2 項第 1 号で提供が可能であるが，直

接的な法令等ではなく，自衛官募集事務のように「法令で定める事務の

遂行のために必要である場合」については，今後，国又は地方公共団体

から，住民基本台帳の閲覧請求があり，必要とする名簿そのものが，こ

の抽出機能を活用し，作成可能な場合に，紙媒体等で情報提供すること

については，行政事務の効率化等の観点から公益上必要があるものとし

て個人情報の目的外利用が認められるのかについて諮問するもの。 

実 施 機 関  福岡市長（市民局総務部区政課） 

諮 問 年 月 日 令和２年１月３１日 

審 議 会 開 催 日 令和２年２月７日 

答 申 年 月 日 令和２年２月１４日 

答 申 内 容 

【諮問①について】 

住民基本台帳記載事項の一部を，自衛官等募集事務に利用することを

目的として，自衛隊に提供することについては，公益上の必要性が認め

られるものと判断する。 

実施機関におかれては，個人情報の取扱いはその利用目的の範囲内で

行わなければならないとされていること，本件については，自衛隊によ

る個人情報の取扱いに不安を感じる市民や自己の個人情報の提供を望ま

ない市民の心情にも配慮する必要があることを十分認識し，以下の措置

を講じられるよう要望する。 

 

(1）個人情報を提供する際の媒体は紙のみとし，提供する情報は，適齢

者の「氏名」及び「住所」に限ること。 

(2）提供する情報の取扱いについては，目的外利用の禁止等の情報管理

の徹底及び事務終了後の確実な廃棄並びにこれらの実施状況に関する

報告を書面で求めるなど，個人情報保護の観点から厳格な措置を講じ

ること。 

(3) 毎年度，情報の提供に先立って，公益上の必要性に関する説明を含

めた市民への周知を行い，自己の情報を提供してほしくない旨の意思

表示を行った市民については，提供する情報から除外する措置を講じ

ること。 

(4) 毎年度，自衛隊に個人情報を提供したことについて，公表を行う

こと。 

 

【諮問②について】 

住民基本台帳記載事項の一部を，紙媒体又は電磁的記録媒体にて自衛

隊以外の国又は地方公共団体の機関に提供することについては，その利

用目的が必ずしも明らかでなく，現時点で一概に公益上の必要性を判断

することができないため，今後，個々の事案について具体的な必要性が

生じた時点で，改めて諮問されることが妥当である。 
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８ 個人情報の漏えい等の状況 

令和元年度に報告された，個人情報の漏えい等の事案の件数は，表１２のとおりです。 

 

表１２ 

（単位：件） 

 漏えい等事案の件数 

 

総 件 数 

発 生 形 態 別 

誤送付 誤交付 誤廃棄 紛失 
ネット

流出 
盗難 その他 

９５ ５０ １４ ０ １４ １ ０ １６ 

規 

模 

別 

１～５人 
４９ １４ ０ ９ １ ０ １３ 

６～５０人 
１ ０ ０ ４ ０ ０ ３ 

５１～１００人 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

１０１～１０００

人 
０ ０ ０ １ ０ ０ ０ 

１００１人以上 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

不明 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

（上記の主な内容） 

１ 平成31年４月 （その他）公文書公開請求に対して，非開示とすべき個人情報  

・公文書公開請求（障がい福祉サービス事業所を運営する法人の，指定・更新書類一式）に対して，

非公開とすべき個人情報（当該事業所に勤務する職員（１名）の住所，氏名，生年月日）を誤って

公開請求者に公開したもの。 

２ 令和元年10月 （その他）メールアドレス １７名分  

・指定管理者職員が，指定管理者主催のスポーツ教室の参加予定者に当選メールを一斉送信する際，

「BCC」で送信すべきところ，誤って「CC」で送信したため，受信者が他の受信者のアドレスを見る

ことができる状態になったもの。 

３ 令和元年10月 （紛失）クラス児童が学習活動している写真 ３０名分 

・小学校教諭が，学校のデジタルカメラを利用して担当クラスの児童の写真を撮影した後に，職員室内で

当該カメラを紛失したもの。 

４ 令和２年１月 （紛失）生徒の顔写真 ３０名分  

・小学校教諭が，学校内で児童の写真を保存したSDカードを紛失したもの。 

５ 令和２年２月 （紛失）生徒氏名 ２４９名分，生徒成績 １２５名分   

・中学校教諭が，第１学年全生徒（249名）の氏名，第１学年生徒（125名）の成績が記録されたUSBメモリ

を紛失したもの。 
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